
令和８年度仙台教育事務所管内 

地域連携担当者研修会兼「みやぎ教育応援団」マッチング会議 実施要項 

 

１ 目 的  管内小・中・義務教育学校の地域連携担当者及び市町村教育委員会協働教育・地域学校

協働活動担当職員が「地域学校協働活動」について一層理解を深める。 

       企業やＮＰＯと学校や各市町村の情報交換をとおしてネットワークを形成し、地域学校

協働活動のさらなる円滑な推進を図る。 

 

２ 主 催 宮城県教育委員会  宮城県仙台教育事務所 

 

３ 日 時 令和８年６月２４日（水） 午後１時１５分から午後４時３０分まで 

 

４ 会 場 宮城県庁舎講堂（〒980-8423 仙台市青葉区本町３丁目８番１号） 

 

５ 対 象 仙台教育事務所管内小・中・義務教育学校教職員（地域連携担当者） 

            県立学校教職員 

      仙台教育事務所管内市町村教育委員会協働教育・地域学校協働活動担当職員 

      管内地域学校協働活動関係者 

 

６ 内 容 (1)開会行事 

(2)【第１部】 

① 講 話 

           〇演 題 「地域学校協働活動のさらなる推進について」 

〇講 師 宮城県教育庁生涯学習課協働教育班 課長補佐（班長） 石川 勝 氏 

        ②情報交換 

          「これからの地域学校協働活動を充実させるために」 

(3)【第２部】 

          ①みやぎ教育応援団支援体験「先生＆こどもがファシリテーターになろう」 

          〇講 師 ファシリテーター事務所 Pやん  代表 山田 美保子 氏 

        ②交流・情報交換「マッチング会議」 

「みやぎ教育応援団」に登録している企業・団体・個人の方々のブースを参加者が自

由に移動し、参加者と応援団員が交流・情報交換を行うことで新たなネットワーク

の構築を図る。 

      (4)閉会行事 

 

７ 申込み及び問合せ 

      (1) 小・中・義務教育学校 

        所定様式（別途添付）にて、６月８日（月）までに電子メールで仙台教育事務所生涯

学習担当へ提出してください。 

       ※ 参加希望のない場合も、申込用紙にあるアンケートへの御回答をお願いします。 

      (2)  市町村教育委員会 

        担当職員、地域の協働活動関係者の参加者を取りまとめ、所定様式（別途添付）にて、

６月８日（月）までに電子メールで仙台教育事務所生涯学習担当へ提出してください。 

【仙台教育事務所 教育学事班 生涯学習担当 

電話：０２２－２７５－９２５７  E-mail：sdkyozk@pref.miyagi.lg.jp】 

 

mailto:sdkyozk@pref.miyagi.lg.jp】


８ 時 程 

13:00   13:15  13:25                   13:50            14:30  14:40           15:20           16:20  16:30 
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９ その他 

  (1) 小・中・義務教育学校で参加希望がない場合も、所定様式（別途添付）にあるアンケートに御

回答ください。 

  (2) 教職員の皆様で、会場に自家用車でお越しの場合は、一般駐車場をご利用ください。 

  (3) 会場の座席に机を設置しない予定です。参加者は各自バインダー等の準備をお願いします。 

 

 

 

仙台教育事務所主管事業、研修会等の実施判断について 

以下の場合は、当該日開催の主管事業、研修会等（仙台教育事務所主催）を実施しません。 
「津波注意報・津波警報」が発令された場合 
① 午前６時の時点で宮城県沿岸部に「津波注意報・津波警報」が発令されている場合。 
② 午前６時から午前９時までの間に、宮城県沿岸部に「津波注意報・津波警報」が発令され
た場合。既に、居住地または所属校を出発し、会場へ向かっている場合は、所属長の指示を
受け、安全に十分注意しながら帰校等をする。 

③ 研修会等開始後、宮城県沿岸部に「津波警報」が発令された場合、津波警報が解除される
までの間は研修を中止し、安全が確保できる場所へ移動させる。 

「特別警報」が発令された場合 
① 宮城県全域または仙台教育事務所管内に「特別警報」が発令された場合。（津波警報発令時

の対応と同じ） 
② その他、個別の判断が必要とさせる場合（当所ウェブページに掲載）。 
＊「特別警報」は大雨、暴風、高潮、波浪、大雪、暴風雪について発表されます。 

「交通事情」及び「その他の緊急事態」が発生した場合 
① 当所ウェブページ（https://www.pref.miyagi.jp/soshiki/sd-kyouiku/）に掲載。 

＊前日までに実施しないことが決定した場合は、当所ウェブページに掲載します。 

https://www.pref.miyagi.jp/soshiki/sd-kyouiku/

